
１　地域の作物作付の現状、地域が抱える課題

４　作物ごとの取組方針等

（１）主食用米

令和５年度砺波市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン

　砺波市は、富山県西部に開けた砺波平野のほぼ中央部に位置し、一級河川「庄川」とその
支流の堆積によって形成された扇状地であり、市の東部には中山間地帯が形成されており、
散居形態が形成されている。全耕地面積の99％は水田であり、基盤整備率は、ほぼ100％であ
る。
　水田面積に占める主食用米の割合は、60％を下回り、生産調整作物では「大麦」「大豆」
等の戦略作物並びに「チューリップ球根」「たまねぎ」等の地域振興作物の占める作付面積
が多く、土地利用型作物の担い手への集積が進んでいる。
　年々主食用米の需要が減少する中で、飼料用米等非主食用米を含め、水田フル活用を推進
して水田を維持することが課題となっており、担い手を中心とした高収益作物の導入など効
率的な農業経営を行う必要がある。

　市内の4,700haの水田について、適地適作により「産地交付金」を有効に活用して、作物生
産の維持・拡大を図る。また、土地利用率の向上を図るため、麦、大豆等の戦略作物と地域
振興作物による二毛作を推進する。

　高品質・良食味の売れる米づくりの徹底によって、米の主産地としての地位を確保・
維持するため、需要動向や集荷業者等の意向を勘案して生産を行う。また、中食・外食
の実需者ニーズに対応した業務用米の生産と安定取引の推進を図る。

　水田地帯で、需要に応じた主食用米の生産と、土地利用型の「大麦」「大豆」を中心と
し、「球根」「たまねぎ」等の地域振興作物と、飼料用米等の非主食用米の作付により水田
フル活用を推進する。
　担い手への集積率が８割を超える中で、高収益作物として「球根」「たまねぎ」の機械化
により作付けの維持・拡大を図るとともに、「ニンジン」「キャベツ」等の地域振興作物の
拡大により複合経営を進める。
　また、新たな市場の開拓に向け、輸出米等の取組みや加工用野菜の取組みを推進する。
　「麦」「大豆」については更なる集積及び団地化を進めるとともに、単収の増加を図るた
めに、排水対策の徹底や難防除雑草対策等低コスト技術の導入を積極的に進める。また、ド
ローンや自動走行農機具等のスマート農業の推進を進める。

２　高収益作物の導入や転作作物等の付加価値の向上等による収益力
　強化に向けた産地としての取組方針・目標

３　畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標

　砺波市は耕地面積の99％が水田であり、基盤整備率100％の状況であることから、担い手を
中心とした水田フル活用を継続していく。
　また、市東部の中山間地帯では中山間地直接支払交付金等の活用により、水稲を中心とし
た作付けを進めていく。
　水稲（水張り）を組み入れない作付体系が数年以上定着し、畑作物のみを生産し続けてい
る水田がないか、今後も水稲作に活用される見込みがないか等の点検を行い、地域でブロッ
クローテーションの体系を検討する。
　水田利用状況については、人・農地プランに基づき、地区水田農業協議会等を通じて、２
年３作等水田フル活用について点検・協議を行う。



（２）備蓄米

（３）非主食用米

 ア　飼料用米

 イ　米粉用米

 ウ　新市場開拓用米

 エ　WCS用稲

 オ　加工用米

（４）麦、大豆、飼料作物

（５）そば

（６）地力増進作物

（７）高収益作物

ア　野菜

イ　花き

　「球根」等を地域振興作物として、省力化を図り現行の栽培規模を維持・拡大する。
また、土地の高度利用を図る。

　麦・大豆の作付が増加する中で、作付けの前後に地力増進作物を導入することで、畑
作物の単収の回復を推進する。

　「たまねぎ」等の地域振興作物や地産地消作物の作付拡大を図る。また、団地化や担
い手への土地利用集積、土地の高度利用等を推進する。

　地元の畜産農家等実需者との契約に基づき、麦・大豆等の畑作物の不適作地を中心に
生産を行う。また、複数年契約の導入等による安定供給を図る。

　地元の畜産農家が自らの畜産経営に供するため、自家利用を中心に、需要に応じた生
産を推進する。

　国ではコメの輸出量を飛躍的に拡大して「戦略的輸出基地」を促進する方策が進めら
れている。そこで、産地化を図り「輸出用米」の生産を進める。

　実需者との契約に基づき、作付を推進する。また、複数年契約の導入等による安定供
給を図る。

　県内外の実需者等との結びつきにより、生産の維持・拡大を図る。また、水田フル活
用等に向けた二毛作を推進する。

　主食用米の需要が減少する中、米による生産調整作物の一つとして位置づけ、落札数
量に応じた生産に取り組む。

　生産調整作物の中心的作物である「麦」「大豆」においては、品質と単収の向上を図
るため、地力増進作物による土づくりや圃場における「額縁排水」や「心土破砕」等に
よる排水対策に取組ながら、ブロックローテーション等による団地化または担い手への
集積により、土地の高度利用を図る。また、種子産地の地域においては、県内の六条大
麦の作付拡大・大豆品種の需要に応じた作付を進める。一方、飼料作物は地元の畜産農
家が自らの畜産経営に供するための自家利用を中心に、需要に応じた生産を推進する。
また、生産性向上に向けた担い手への集積や二毛作の取組を推進する。

　地域の実需者との契約に基づき、中山間地域を中心として現行の栽培規模を維持する
とともに、生産性の向上に向けた担い手への集積や二毛作の取組を推進する。



５　作物ごとの作付予定面積等

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

ＷＣＳ用稲

加工用米

麦

大豆

飼料作物

そば

６　課題解決に向けた取組及び目標

７　産地交付金の活用方法の概要

8　産地交付金の活用方法の明細
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（別紙）

 ６　課題解決に向けた取組及び目標

年度 年度

１ 球根、たまねぎ（基幹作物） 基本助成（球根、たまねぎ） 球根・たまねぎの 作付面積（ｈａ） R4 65.8 R5 109.0

　水
田地
帯

地域振興作物（基幹作物） 基本助成（地域振興作物） 地域振興作物の 作付面積（ｈａ） R4 27.5 R5 30.0

3 地産地消作物（別表）（基幹作物） 基本助成（地産地消作物） 地産地消作物の 作付面積（ｈａ） R4 11.1 R5 10.0

団地化の3ha以上実施割合 76.0% 91.5%

（取組面積/集積加算対象外面積） （92ha/121ha） (75ha/82ha）

集積割合（10ha以上）

６８.０％
麦　　　　51.6％
大豆　　 79.2％
飼料作物67.8％
そば　      0.0％

６９．２％
麦　　　　59.0％
大豆　　 75.4％
飼料作物67.6％
そば　　　83.3%

（面積内訳）麦
　　(ha)　　　大豆
　　　　　　　飼料作物
　　　　　　　そば

７５３/１，１０８
麦　　　（209/404）
大豆　　（520/657）
飼料作物（24/36）
そば         （0/11）

７８５/１，１４１
麦　　　（240/412）
大豆　　（510/680）
飼料作物（25/37）
そば　　　（10/12）

団地化の 作付面積（ｈａ） 8.6 15.0

（内訳）球根
　　　　　たまねぎ

1.2
7.4

2.0
13.0

球根・たまねぎ集積の作付面積（ｈａ） 51.1 82.0

（内訳）球根
　　　　　たまねぎ

16.4
34.7

20.0
62.0

10 地域振興作物（基幹作物） 集積加算（地域振興作物） 地域振興作物 の作付面積（ｈａ） R4 13.2 R5 11.0

11 麦、大豆（基幹作物） 土づくり加算 取組面積(ha)
（麦・大豆単作面積に占める実施率で算定）

R4
68.7（/719）

9.6％
R5

80（/715）
11％

対象作物による二毛作面積(ha)
(※便宜的に麦作付面積に占める割合と
して実施率を算定）

305(/511）
59％

284（/490）
58％

（内訳） 麦
　　　　　大豆
　　　　　飼料作物
　　　　　そば
　　　　　加工用米

107.1
143.3
24.5
4.3

25.8

88.0
130.0
35.0
6.0

25.0

二毛作の作付面積（ｈａ） 371.7 373.0

（内訳）戦略作物
　　　　地域振興作物

305.0
66.7

284
89

14 そば（基幹作物） 基本助成（そば） 基幹作による そばの作付面積(ha） R4 10.6 R5 12.0

16 新市場開拓用米
（基幹作物）

新市場開拓用米助成 新市場開拓用米の作付面積（ｈａ） R4 1.2 R5 10.0

20-1･2
球根、たまねぎ（基
幹作物・二毛作）

特産振興加算（球根、たまねぎ） 球根・たまねぎの 作付面積（ｈａ） R4 111.2 R5 177.0

21-1・2
白ねぎ・ニンジン・
キャベツ（基幹作物・
二毛作）

特産振興加算（白ねぎ・ニンジン・キャベツ） 白ねぎ・ﾆﾝｼﾞﾝ・ｷｬﾍﾞﾂの 作付面積（ｈａ） R4 25.8 R5 35.5

※　必要に応じて、面積に加え、当該取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

13
地域振興作物
（二毛作）

二毛作加算（地域振興作物） R4 R5

R5

12 麦・大豆・加工用米・飼
料作物・そば（二毛作） 二毛作加算（戦略作物） R4

9 球根・たまねぎ（基幹作物） 集積加算（球根・たまねぎ） R4

R5

団地化加算（球根・たまねぎ） R4

5～7
麦・大豆・飼料作
物・そば（基幹作

物）

集積加算（大豆・麦・飼料作物・そば） R4

目標値

4 麦・大豆（基幹作物） 団地化加算（麦・大豆） R4 R5

整理
番号

対象作物 使途名 目標 前年度(実績)

R5

R5

8 球根・たまねぎ（基幹作物）



７　産地交付金の活用方法の概要

協議会名：砺波市農業再生協議会

１ 基本助成（球根、たまねぎ） 1 35,000 球根、たまねぎ（基幹作物） 「球根」「たまねぎ」の作付面積に対して助成する。

2 基本助成（地域振興作物） 1 25,000
白ねぎ、里芋、キャベツ、にんじん、切花、り
んご、にら、ゆず、ふく福柿、ブロッコリ－、ア

スパラガス、かぼちゃ（基幹作物）
地域振興作物を作付した面積に助成する。

3 基本助成（地産地消作物） 1 10,000 地産地消作物（別表）（基幹作物） 地産地消作物（別表）を作付した面積に助成する。

4 団地化加算（麦・大豆） 1 3,000 麦・大豆（基幹作物）
麦、大豆が３ha以上団地化され、作付された面積に対して
助成する。

5 集積加算（大豆・麦・飼料作物・そば） 1 4,000 麦・大豆・飼料作物・そば（基幹作物）
担い手において、麦・大豆・飼料作物・そば　それぞれ３ha
以上５ｈａまでの集積され、作付された面積に対して助成す
る。

6 集積加算（大豆・麦・飼料作物・そば） 1 6,000 麦・大豆・飼料作物・そば（基幹作物）
担い手において、麦・大豆・飼料作物・そば　それぞれ5ha以
上10haまで集積され、作付された面積に対して助成する。

7 集積加算（大豆・麦・飼料作物・そば） 1 7,000 麦・大豆・飼料作物・そば（基幹作物）
担い手において、麦・大豆・飼料作物・そば　それぞれ10ha
以上の集積され、作付された面積に対して助成する。

8 団地化加算（球根・たまねぎ） 1 5,000 球根・たまねぎ（基幹作物）
「球根」「たまねぎ」が１ha以上団地化され、作付された面積
に対して助成する。

9 集積加算（球根・たまねぎ） 1 6,000 球根・たまねぎ（基幹作物）
担い手において、「球根」、「たまねぎ」が１ha以上集積され、
作付された面積に対して助成する。

10 集積加算（地域振興作物） 1 4,000
白ねぎ、里芋、キャベツ、にんじん、切花、り
んご、にら、ゆず、ふく福柿、ブロッコリ－、ア

スパラガス、かぼちゃ（基幹作物）

担い手において、地域振興作物が１ha以上集積され、作付
された面積に助成する。

11 土づくり加算 1 5,000 麦、大豆（基幹作物）
麦あと及び大豆まえに地力増進作物を作付した面積に助成
する。

12 二毛作加算（戦略作物） 2 2,000
麦・大豆・飼料作物・加工用米・そば（二毛

作）
対象作物同士または対象作物と地域振興作物による二毛
作を行った場合に面積に応じて定額助成を行う。

13 二毛作加算（地域振興作物） 2 10,000

球根、たまねぎ、白ねぎ、里芋、キャベツ、に
んじん、切花、りんご、にら、ゆず、ふく福柿、
ブロッコリ－、アスパラガス、かぼちゃ（二毛

作）

戦略作物と地域振興作物による二毛作または地域振興作
物同士による二毛作を行った場合に面積に応じて定額助成
を行う。

14 基本助成（そば） 1 0（上限単価；20,000円) そば（基幹作物） そばの作付面積に対して助成する。

16 新市場開拓用米助成 1 0（上限単価；20,000円） 新市場開拓用米（基幹作物） 新市場開拓用米を作付した面積に助成する。

20-1･2 特産振興加算（球根、たまねぎ） 1・2 5,000 球根、たまねぎ（基幹作物・二毛作）
「球根」「たまねぎ」の作付面積（基幹作物・二毛作）に対して
助成

21-1・2
特産振興加算（白ねぎ・ニンジン・キャ

ベツ）
1・2 3,000

白ねぎ・ニンジン・キャベツ（基幹作物・二毛
作）

「白ねぎ」「ニンジン」「キャベツ」の作付面積に対して助成す
る。

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくださ
い。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


